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資料１



提出された意見等及び市の考え方（案）

№ 内容分類 頁 ご意見等 市の考え方

1 はじめに 1
茨木市行財政改革推進プラン（第
２期計画の具体的取組）との整合
性はどのように考えているのか。

補助金等の適正化の取組みは、
「茨木市行財政改革指針」に基づ
く取組みであり、「茨木市行財政
改革推進プラン」の取組状況にお
いても、「２－３－１９」で「補
助金の見直し」を掲げています。

2 １　補助金等とは 1
「インセンティブ」の趣旨を記述
してもらいたい。

「活発な公益活動を行う団体の意
欲をより一層刺激し、市民や民間
の団体等による公益活動のさらな
る活性化を図り、市民福祉の向上
を目指します。」と記載してお
り、意欲のある活動を支援する補
助金制度を構築いたします。

3 ２　現状と課題 2
予算における補助金の位置付けは
どうあるべきか、考え方を示され
たい。

２ページ８行目の「これまで本市
では、」の前に、「補助金制度
は、市民等と市が協働して施策を
推進していくための有効な手段の
一つであり、」を追加します。

4 ２　現状と課題 2

補助金には様々な弊害があること
を十分認識し、予算編成時に慎重
な吟味が必要であるという考え方
を示されたい。

補助金等の課題については、「２
現状と課題」に記載のとおり、継
続的に特定の団体等に交付してい
る補助金において公益性・公平
性・有効性の検証が不十分である
と認識しており、当ガイドライン
に基づき、適正化を図ってまいり
ます。

5 ２　現状と課題 2
補助金支出に関する「会計手続」
を適正化すべきではないか。

現状においても、補助金にかかる
会計手続は適正に実施していると
認識しており、現状と課題におい
て記載する必要はないものと考え
ておりますが、「８ 事務手続き
の整理」において、事務手続きを
整理する旨を記載しており、より
一層の適正化に努めてまいりま
す。

6
３　適正化の
　　基本的視点

4
公益性の考え方において、「範囲
を限定すること」を補足してもら
いたい。

公益性の判断基準として、「不特
定多数の利益の実現を図るもの
か」という判断基準を示してお
り、公益性が高い事業に限って補
助金等を支出してまいります。
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提出された意見等及び市の考え方（案）

№ 内容分類 頁 ご意見等 市の考え方

7
３　適正化の
　　基本的視点

4

公平性の考え方において、「補助
金の支出は、不公平にならないよ
う留意すること」を補足してもら
いたい。

公平性の考え方として、「交付先
に対する公平性」と「補助額に対
する公平性」の２つの公平性を満
たすように、補助対象（交付先）
の要件や補助額算定の基準を明確
にして、公平性を確保する必要が
ある旨を記載しております。

8
３　適正化の
　　基本的視点

4

有効性の考え方において、「効率
を高めるために支出のタイミン
グ、額について十分検討すべきこ
と」を補足してもらいたい。

補助額に見合う効果の実現におい
ては、支出のタイミングや補助額
だけではなく、事業の実施方法や
実施主体など、様々な要因につい
て個々の補助金に応じて検討する
必要があることから、「個別の内
容に応じて総合的に判断する必要
があります」という記述としてお
ります。

9
３　適正化の
　　基本的視点

4

適正化の基本的視点に、「重要性
（緊急性ないしは重要性の高いも
のであること）」を追加してもら
いたい。

10
３　適正化の
　　基本的視点

4

適正化の基本的視点に、「公正性
（補助金の本来の趣旨に沿って支
出すべきか否かを厳正に決定すべ
きこと）」を追加してもらいた
い。

11
４　補助金等
　　交付基準

5

「(1)補助額(率)」において、地方
公共団体が補助金等を交付（歳出
としての補助）する場合、補助目
的に即した適切な執行の担保が求
められる。考え方を丁寧に説明さ
れたい。

Ｐ４「(3)有効性の考え方」の１行
目を次のとおり修正します。「有
効性の判断にあたっては、補助金
額に見合う、補助目的に合致した
効果が認められることが基本とな
ります。」

12
４　補助金等
　　交付基準

5

「(1)補助額(率)」において、補助
率は対象経費の２分の１以内を基
本としているが、言い換えると、
半分は自己負担で事業を行うこと
となる。その場合、地域活動やボ
ランティア活動などの採算性が低
い事業は、自己負担をしてまで事
業を行わないのではないか。

「(1)補助額(率)」の４行目の「市
として特に推進すべき補助事業
や」の後に、｢自主財源を調達する
手段が少ない事業、｣に変更しま
す。

補助金等の適正化の視点として
は、ご意見をいただきました重要
性・公正性という視点のほかに
も、効率性・経済性など様々な視
点があります。今回のガイドライ
ンでは、その中でも最重要な視点
として、公益性・公平性・有効性
の３点を掲げており、ご意見の視
点はその中に含まれているものと
考えております。
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提出された意見等及び市の考え方（案）

№ 内容分類 頁 ご意見等 市の考え方

13
４　補助金等
　　交付基準

6

「(3)補助対象経費等」において、
経済的不況で地方財政が窮迫して
いる時、公益に合致した有効な補
助金等を交付されたい。

厳しい財政状況においても、市の
施策の推進に向け、より有効に機
能する補助制度を目指し、当ガイ
ドラインに基づき、「公平で、公
益性が高い、事業に対する補助金
制度」を構築してまいります。

14
４　補助金等
　　交付基準

6

「(3)補助対象経費等」の食糧費の
説明において、会議の際のペット
ボトルのお茶を例示して補助対象
対象経費としているが、必要ない
のではないか。

食糧費については、各補助金の内
容に応じて判断することになりま
すが、例示としては、｢講演会にお
ける講師へのお茶」に改めます。

15
４　補助金等
　　交付基準

7

「(5)見直し時期」において、次の
事項を十分考慮されたい。
①補助金等対象団体の独立運営の
可能性の有無
②市民の立場から、補助金等支出
の緊急な必要性の有無

見直し時期の設定は、補助金等が
適正であるかどうかを定期的に点
検するために設けているものであ
りますが、見直しに当たっては当
ガイドラインに基づきご意見の趣
旨も踏まえながら適切な見直しに
努めてまいります。

16
４　補助金等
　　交付基準

7
「(6)別の団体への再補助」におい
て、下部団体に再補助する基準を
明確にされたい。

個別の補助金ごとに状況が異なり
ますので、具体的な基準は定め
ず、個別の内容に応じて総合的に
判断してまいります。

17
４　補助金等
　　交付基準

7

「(7)市が事務局機能を担っている
団体」において、受給者は市民に
対して説明責任を負うべきであ
る。

「７ 市民等への説明責任等｣｢(1)
市民等への説明責任」において、
「毎年度終了後、全ての補助金等
について、補助金額・補助内容・
補助団体名等をとりまとめ、ホー
ムページ等を活用して市民等へ公
表します。」としており、「市が
事務局的機能を担っているかどう
か」についても公表を予定してお
ります。

18
６　提案公募型
　　補助金制度
　　の創設

9
市民に対し分かりやすく考え方を
説明、類似自治体の事例を補足さ
れたい。

現状においても、分かりやすい記
述と考えておりますが、今後、市
民から事業を募集する際には、具
体例を示すなど、分かりやすい内
容の募集要項を作成してまいりま
す。
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提出された意見等及び市の考え方（案）

№ 内容分類 頁 ご意見等 市の考え方

19
７　市民等への
　　説明責任等

11
市民に対して補助金に関する情報
提供を十分に行うよう「自治会へ
の回覧」をしてもらいたい。

自治会への回覧につきましては、
現状でも多くの回覧を市から依頼
している中、さらに回覧を依頼す
ることは困難であると考えており
ますが、補助金制度の透明性や客
観性を確保するため、広報誌や
ホームページ等を活用して、広く
市民への公表に努めるとともに、
各団体に対しても丁寧に周知して
まいります。

20 その他
意見公募手続きとして、30日以上
の募集期間を設けなかったのは何
故か。

「茨木市パブリックコメント実施
要綱第６」において、提出期間は
「おおむね１か月程度」としてい
ることから、今後の日程等を勘案
し、24日間といたしました。
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